
 

国分グループ 

 ２０２０年３月１日付 

 

＜組織改定＞  

【国分グループ本社株式会社】  

・「低温フレッシュ統括部」傘下の「品質管理課」を品質管理部に移管し、「品質管理一課（常温）」 「品質管理二課 

（低温）」とする。  

・「ＭＤ統括部商品一部」の傘下に「商品三課」を新設する。  

・「卸統括部」傘下の「関信越・首都圏担当」を「首都圏担当」と「関信越担当」に分離する。  

・「フードサービス事業部」傘下の課を以下の通り、再編する。  

              「販売業務課」  →  「外食販売業務課」「給食販売業務課」  

              「営業一課」    →  「原料・資材営業課」  

              「営業二課」    →  「外食営業三課」  

              「営業三課」    →  「外食営業一課」「外食営業二課」  

              「営業四課」    →  「給食営業二課」  

              「営業五課」    →  「給食営業一課」  

              「営業六課」    →  「業務用卸営業課」  

              「営業七課」    →  「外食営業四課」  

・「流通事業部」傘下の「営業課」を「営業一課」と「営業二課」に分離する。  

  

【国分北海道株式会社】  

・「マーケティング部」傘下の「事業開発課」を「開発課」に改称すると共に、同課の営業機能を 「フードサービス 

事業部」傘下の「営業課」に移管する。  

・「マーケティング部」傘下の「食品課」と「酒類課」を統合し、「商品課」に改称する。  

・「低温事業部」を廃組し、「量販事業部」傘下に「低温業務課」と「低温営業課」を移管する。  

  

【国分関信越株式会社】  

・「関東第一支社」を「第一支社」に「関東第二支社」を「第二支社」に各々改称する。  

・「新潟支社」を廃組し、「第二支社」の傘下に「新潟支店」を新設する  

・「第二支社」傘下の「埼玉第二支店」の一部の業務を移管し「埼玉第三支店」を新設する。  

・「フードサービス事業部」を新設し、傘下に「営業課」を設置する。  

・「物流・システム部」傘下の「物流課」を分離し「物流運営課」と「物流営業課」を新設する。  

  

 【国分首都圏株式会社】  



 

〇第一営業本部  

・「第一支社」傘下の「第四支店」を「第二支社」傘下に移管し、「第三支店」とする。  

・「第三支社」傘下の「店舗運営課」を「第二支店」に改称する。  

・「第二営業本部第一支社第五支店」を「第三支社」の傘下に移管し、「第三支店」とする。  

・「第四支社」を新設し、傘下に「第一支店（ネット・宅配）」と「第二支店（国分ネット卸）」を 設置する。  

〇第二営業本部  

・「第一支社」傘下の「第六支店」を「第五支店」に、「第七支店」を「第六支店」に改称し、 「第七支店」を廃組する。  

  

【国分西日本株式会社】  

・「四国支社」傘下の「徳島支店」「高松支店」「松山支店」を廃組し、「営業一課」「営業二課」 「営業業務課」を新設。  

  

【国分フードクリエイト株式会社】  

・「マーケティング部」傘下の「推進課」を廃組し、「商品課」を新設する。  

・「中国支社」傘下の「岡山支店」を廃組し、「広島支店」の傘下に「福山営業所」を新設する。  

  

【国分ビジネスエキスパート株式会社】  

・「経営統括部」傘下の「業務改革担当」を「業務企画担当」に改称する。  

・「売掛金管理部」傘下の「三課」を廃組し、「二課」に統合する。  

  

  

＜主要人事＞  

【国分グループ本社株式会社】 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 


